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産業構造審議会産業技術環境分科会資源循環経済小委員会 

ワーキンググループの設置について（案） 

 

 

産業構造審議会産業技術環境分科会資源循環経済小委員会の下に以下のワ

ーキンググループを設置する。 

 

＜プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第60号。

プラスチック資源循環促進法。）の施行状況等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１） プラスチック資源循環促進に係る制度の施行状況について 

（２） プラスチック資源循環の推進・高度化に向けた施策について 

（３） その他 

 

＜設計認定基準ワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

 プラスチック資源循環促進法におけるプラスチック使用製品の設計認定に

係る基準等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１） プラスチック使用製品の設計認定に係る製品分野ごとの項目及び基

準の策定等について 

（２） その他 

 

 

 

資料４ 
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＜容器包装リサイクルワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律

第112号。容器包装リサイクル法。）の施行状況等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１）容器包装リサイクルに係る制度の施行状況について 

（２） 容器包装リサイクルの推進・高度化に向けた施策について 

（３） その他 

 

＜電気・電子機器リサイクルワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号。家電リサイクル法。）の

施行状況等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１） 家電リサイクルに係る制度の施行状況について 

（２） 家電リサイクルの推進・高度化に向けた施策について 

（３） その他 

 

＜小型家電リサイクルワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成24年法律第57号。

小型家電リサイクル法。）の施行状況等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１） 小型家電リサイクルに係る制度の施行状況について 

（２） 小型家電リサイクルの推進・高度化に向けた施策について 

（３） その他 
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＜自動車リサイクルワーキンググループ＞ 

１．設置趣旨 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。自動車リサ

イクル法。）の施行状況等に関する調査・審議を行う。 

 

２．主な審議内容 

（１） 自動車リサイクルに係る制度の施行状況について 

（２） 自動車リサイクルの推進・高度化に向けた施策について 

（３） その他 

 

 


